
■送付資料 パンフレット一式

■お手続き方法

パンフレット別紙 2023年8月団体総合生活補償保険のご案内

（あいおいニッセイ同和損保）

医療保険・がん保険
団体総合生活補償保険（疾病補償特約・介護一時金支払特約・がん補償特約セット）

平素は近鉄保険サービスをご愛顧いただき有難うございます。団体保険の医療保険・がん保険（団体総合生活補

償保険（疾病補償特約・介護一時金支払特約・がん補償特約セット））は、 近鉄グループのスケールメリットを

生かして、団体割引等を適用のうえ、近鉄グループホールディングス株式会社が保険会社と一括契約する「団体

契約」です。多くの皆さまが加入されることにより団体割引率の拡大などスケールメリットがさらに広がります。

＜新規加入の方＞

Webでお手続きください。

（パンフレットP1参照）

＜加入内容をそのまま継続する方＞

特にお申し出のない場合、前年と同内容にてご継続さ

せていただきますので、お手続きは不要です。

＜加入内容を変更する方＞

Webでお手続きください。

（パンフレットP1参照）

なお、保険金額を増額するなど、補償内容を拡大する

方は、再度、健康状態の告知が必要となります。

＜脱退の方＞

Webでお手続きください。

（パンフレットP1参照）

■一斉募集の締切日

2023年7月7日（金）

■保険期間（ご契約期間）

2023年8月21日（月）午後4時より1年間

【取扱代理店】

近鉄保険サービス株式会社 個人営業部（第三分野）

フリーコール 0120-858-504 〒542-0012 大阪市中央区谷町9丁目5-24

【引受保険会社】

団体保険（医療保険・がん保険）

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 関西企業営業第二部 営業第二課 / ＴＥＬ 050-3461-7269

〒530-8555 大阪市北区西天満4-15-10

（2023年5月承認）A23-100349 

■保険料払込方法

2023年10月給与より引去り開始（月払）

■その他
＊保険証券の代わりとなる「加入者証」は2023年

10月末頃にお届けします。

＊記入方法、保険料などご不明な点につきましては、

下記までお問合わせください。

※Webでのお手続き方法がご不明な方は近鉄保険サービスへご連絡ください。



■ご加入できる方・補償の対象となる方（被保険者）の範囲

申 込 人

近鉄グループ企業の社員の方

補 償 の 対 象 と な る 方
（被保険者）としてご加入できる方※1

・社員ご本人
・社員の配偶者※2

・社員ご本人またはその配偶者のこども※3、両親、兄弟姉妹※4

・社員ご本人と同居の親族※5

※1 医療保険は保険始期日時点で満3才以上 満79才以下の方、がん保険は保険始期日時点で生後15日以上 満79才以下の方に限ります。
新規加入は各タイプごと年令により加入いただける方に制限がありますのでパンフレットをご確認ください。継続後の保険料は、
継続日時点の被保険者の年令および保険料率によって計算されます。

（ご注意）保険金請求事故が多発した場合などについて、ご継続を中止させていただくことがあります。
※2 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情（内縁関係）にある方および戸籍上の

性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
※3 こどもは連れ子も含みます。 ※4 こども、両親、兄弟姉妹は、同居・別居は問いません。
※5 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。

健康状態告知について

始期前発病について がんに関する補償について

ご加入内容の変更または継続しない旨のお申し出のない限り、ご継
続時の被保険者ご本人の年令が満79才まで保険契約の満了する日と
同一内容（※）で継続加入のお取扱いをいたします。この場合、継
続後の保険料は、継続日時点の被保険者の年令および保険料率に
よって計算されます。

（ご注意）保険金請求事故が多発した場合などについて、ご継続を
中止させていただくことがあります。

※介護一時金支払特約について、引受保険会社が保険金をお支払い
した場合は、継続時に必ず補償内容の見直しが必要となりますの
で、ご注意ください。

初年度契約の保険期間の開始時より前にがんと診断確定された場合
またはがんと診断確定された時が、初年度契約の保険期間の開始時
からその日を含めて90日（待機期間といいます）を経過した日の翌
日午前0時より前であった場合は、保険金をお支払いできません。

万一、事故が起こった場合の手続き

事故が起こった場合、30日以内に取扱代理店または引受保険会社ま
でご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社
が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがありま
す。

自動継続について

ご加入にあたっては、健康状態を告知いただきます。（継続時に補償内容の拡大などの変更がなければ告知不要です。）健康状態告知に
ついて、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により、回答がなかった場合や回答内容が事実と異なっている場合には、保
険期間の開始時（注）から1年以内であれば、ご契約を解除することがあります。また、保険期間の開始時（注）から1年を経過していて
も、回答がなかった事実または回答内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が保険期間の開始時（注）から1年以内に発生していた場合
には、ご契約を解除することがあります。

（注）継続契約の場合は継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時となります。

この保険は近鉄グループホールディングス株式会社を保険契約者とし、
近鉄グループ企業の社員の方を加入者とする団体総合生活補償保険の
団体契約です。団体総合生活補償保険の「ご契約のしおり（普通保険
約款・特約）」、保険証券は保険契約者（近鉄グループホールディン
グス株式会社）に交付されます。

ご契約について

他の保険契約等の有無については、危険に関する重要な事項の
告知事項としてWeb画面に入力していただきます。正しく入
力していただけなかった場合には、ご契約を解除することがあ
りますのでご注意ください。

他の保険契約等に関する告知義務

保険期間の開始時（注）より前に発病した病気等（その病気等を
原因とする損失、損害を含みます）については、保険金をお支払
いできません。

＊上記の取扱いは、「ご契約時に正しく告知して契約された場合」
または「ご契約時に自覚症状がない病気等であっても、それが
保険期間の開始時（注）よりも前に被ったものである場合」で
あっても適用されますのでご注意ください。ただし、保険期間
の開始時（注）からその日を含めて365日を経過した後に病気
により入院を開始した等の場合には、保険金をお支払いできる
ことがあります。

（注）継続契約の場合は継続されてきた最初の保険期間の開始時
となります。

【介護一時金支払特約】
保険期間の開始時（注）より前に要介護状態の原因となる事由
が発生していた場合は、保険金をお支払いできません。
＊上記の取扱いは、「ご契約時に正しく告知して契約された場

合」または「ご契約時に自覚症状がない原因による要介護状
態であっても、その原因が保険期間の開始時（注）よりも前
に発生した場合」であっても適用されますのでご注意くださ
い。ただし、要介護状態開始日が保険期間の開始時（注）か
らその日を含めて365日を経過した後の場合には、保険金を
お支払いできることがあります。

（注）継続契約の場合は継続されてきた最初の保険期間の開始
時となります。

サービスのご案内

■健康検診サービス（人間ドック施設のご紹介／PET検診施設のご紹介／在宅検診のご紹介）
■健康・医療ご相談（健康・医療のご相談／病院情報のご提供／夜間休日医療機関情報のご提供）
■介護安心サービス（介護安心相談／介護に関する業者・施設情報のご提供）／認知症TESTER（テスター）
■メンタルご相談（メンタルヘルスのご相談） ■暮らしのトラブル（法律）・税務ご相談（法律のご相談／税務のご相談）

【健康安心サポート】

■セカンドオピニオンのご相談 ■面談専門医のご紹介 ■“がん”粒子線治療のご相談

【医療カウンセリングサービス】

※サービスをご利用いただける方は被保険者（補償の対象となる方）となります。
※保険金請求にかかわる事故等のご相談は対象となりません。また、緊急の場合やご相談内容によってはサービスをご利用できない場合があります。
※サービス内容によりご利用日・ご利用時間が異なります。
※サービスは、事前にお知らせすることなく変更・中止・終了することがあります。
※サービスは、あいおいニッセイ同和損保が委託している提携サービス会社がご提供します。
※上記はサービスの概要を記載したものです。サービス内容の詳細およびご利用方法については、ご加入後に交付される加入者証または「団体総合生活補償

保険サービスガイド」でご確認ください。

「医療保険」または「がん保険」に加入の被保険者（補償の対象となる方）は、以下のサービスをご利用いただけます。



 

 医療保険・がん保険 お支払いする保険金および費用保険金のご説明   

【団体総合生活補償保険】＜ＭＳ＆ＡＤ型＞ 

団体総合生活補償保険の普通保険約款、主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のしおり
（普通保険約款・特約）をご参照ください。 

疾病に関する補償 

■疾病補償特約の補償内容 
１．被保険者が疾病（病気といいます）を発病し、その直接の結果として保険期間中に入院を開始した場合または手術や放射線治療を受けた場合

に保険金をお支払いします。 
※ 入院には美容整形、病気の治療処置を伴わない検査等のための入院を含みません。 

２．被保険者は加入者証に被保険者として記載された方となります。 
（注）「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 

保険金 
の種類 

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

疾 病 入 院
保 険 金 

発病した病気の治療を目的として入院し、そ
の入院が疾病入院保険金の免責期間※を超
えて継続した場合 
 
※ 入院を開始した日からその日を含めて保

険証券記載の免責期間が満了するまでの
期間をいいます。 

疾病入院保険金日額  × 入院日数  

※ 疾病入院保険金の免責期間が満了した日
の翌日からその日を含めて疾病入院保険
金の支払対象期間内の入院を対象とし、
１回の入院につき、保険証券記載の疾病
入院保険金の支払限度日数が限度となり
ます。 

※ 退院した日からその日を含めて180日以
内に再入院した場合は、前の入院とあわ
せて１回の入院となり、疾病入院保険金
の支払対象期間の起算日は最初の入院の
免責期間の満了日の翌日となります。 

(1)保険期間の開始時(継続契約の場合
は継続されてきた最初の保険期間
の開始時)より前に発病した病気に
ついては保険金をお支払いできま
せん。※1 

(2)次のいずれかにより発病した病気
に対しては保険金をお支払いでき
ません。 

①保険契約者、被保険者または保険金
受取人の故意または重大な過失 

②被保険者の闘争行為、自殺行為また
は犯罪行為 

③戦争、外国の武力行使、革命、内乱
等の事変または暴動※2 

④核燃料物質などの放射性・爆発性・
有害な特性による事故 

⑤上記④以外の放射線照射または放
射能汚染 

⑥治療を目的として医師が使用した
場合以外における被保険者の麻薬、
大麻、あへん、覚せい剤、シンナー
等の使用 

(3)むちうち症・腰痛等で医学的他覚所
見のないもの※3に対しては保険金
をお支払いできません。 

(4)次のいずれかによる病気に対して
は保険金をお支払いできません。 

①被保険者が被った精神障害を原因
として発病した病気※4 

②被保険者の妊娠または出産。ただ
し、異常妊娠、異常分娩または産じ
ょく期の異常を含みません。 

(5)特定疾病補償対象外の条件でのお
引受けとなった場合、｢特定疾病等
対象外特約」がセットされます。こ
の場合、保険証券記載の病気に対し
ては保険金をお支払いできません。 

など 
※1 継続契約においては、発病した時

が、その病気による入院を開始し
た日から保険契約の継続する期
間を遡及して365日以前である場
合は、その病気は、保険期間の開
始時以降に発病したものとして
保険金お支払いの対象となりま
す。 

※2 テロ行為によって発生した病気
に関しては自動セットの特約に
より保険金お支払いの対象とな
ります。 

※3 被保険者が自覚症状を訴えてい
る場合であっても、脳波所見、理
学的検査、神経学的検査、臨床検
査、画像検査、眼科・耳鼻科検査
等によりその根拠を客観的に証
明することができないものをい
います。 

※4 自動セットされる「特定精神障害
補償特約」により、平成６年10
月12日総務庁告示第75号に定め
られた分類項目(*)中のＦ00から
Ｆ09までまたはＦ20からＦ99ま
でに該当する精神障害を原因と
して発病した病気に対しては、保
険金お支払いの対象となります。 

(*) 分類項目の内容については厚生労働

省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害

疾 病 手 術
保 険 金 
 
 

次のいずれかに該当した場合 
①疾病入院保険金をお支払いする場合に、被
保険者が疾病手術保険金支払対象期間内
に病院または診療所において、その病気の
治療を直接の目的として手術を受けたと
き 

②上記①以外で、保険期間中に、被保険者が
病院または診療所において、発病した病気
の治療を直接の目的として手術を受けた
場合 

 
※ 手術とは、次の診療行為をいいます。 

①公的医療保険制度において手術料の対
象となる診療行為。ただし、次の診療行
為は保険金お支払いの対象になりませ
ん。 
・ 創傷処理 
・ 皮膚切開術 
・ デブリードマン 
・ 骨または関節の非観血的または徒手的

な整復術、整復固定術および授動術 
・ 抜歯手術または歯・歯肉の処理に伴う

手術その他歯科診療固有の診療行為 
・ 美容整形上の手術 
・ 病気を直接の原因としない不妊手術 
・ 診断、検査（生検、腹腔(くう)鏡検査等）

のための手術 
・ 吸引および穿刺などの処置 
・ 神経ブロック 
・ 抜釘術 
・ 屈折異常に対する手術 
②先進医療(*1)に該当する診療行為(*2) 
(*1) 手術を受けた時点において、厚生労働大臣

が定める先進的な医療技術をいいます。ま
た、先進医療ごとに定める施設基準に適合
する病院等において行われるものに限り
ますので、対象となる手術、医療機関およ
び適応症は限定されます。 

(*2) 治療を直接の目的として、メス等の器具を用
いて患部または必要部位に切除、摘出等の処
置を施すものに限ります（診断、検査等を直
接の目的とした診療行為および注射、点滴、
薬剤投与（全身・局所）、放射線照射、温熱
療法による診療行為を除きます）。 

１回の手術について次の額をお支払いしま
す。 
①疾病入院保険金のお支払いの有無にかか
わらず入院中に受けた手術 

疾病入院保険金日額  × 10  

②上記①以外の手術 

疾病入院保険金日額  × ５  

※ 入院中とは、病気の治療のために入院し
ている間をいいます。 

※ 手術を複数回受けた場合のお支払いの限
度は以下のとおりとなります。 
・ 保険金お支払いの対象となる手術を同

一の日に複数回受けた場合は、１回の
手術に対してのみ保険金をお支払いし
ます。なお、同一の日に①と②の両方
に該当する手術を受けた場合は、①の
手術を１回受けたものとします。 

・ １回の手術を２日以上にわたって受け
た場合または手術料が１日につき算定
される手術を複数回受けた場合は、そ
の手術の開始日についてのみ手術を受
けたものとします。 

・ 一連の治療過程で複数回実施しても手
術料が１回のみ算定される区分番号の
手術について、その区分番号の手術を
複数回受けた場合は、２回目以降の手
術が保険金をお支払いする同じ区分番
号の手術を受けた日からその日を含め
て14日以内に受けたものであるとき
は、保険金をお支払いしません（＊）。 
(＊) 体外衝撃波胆石破砕術の例 

○手術 

▼  

×手術 

▼  

○手術 

▼ 

10月１日  10月10日  10月25日 
・ 10月10日の手術は、10月１日の手術

から14日以内のため、保険金をお支払
いしません。 

・ 10月25日の手術は、10月１日の手術
から14日経過後のため、保険金をお支
払いします。 

疾 病 
放 射 線 
治 療 
保 険 金 
 
 

次のいずれかに該当した場合 
①疾病入院保険金をお支払いする場合に、被
保険者が疾病放射線治療保険金支払対象
期間内に病院または診療所において、その
病気の治療を直接の目的として放射線治
療を受けたとき 

②上記①以外で、保険期間中に、被保険者が
病院または診療所において、発病した病気
の治療を直接の目的として放射線治療を
受けた場合 

 

１回の放射線治療について次の額をお支払
いします。 

疾病入院保険金日額  × 10  

※ 放射線治療を複数回受けた場合のお支払
いの限度は以下のとおりとなります。 
・ 保険金お支払いの対象となる放射線治

療を同一の日に複数回受けた場合、１
回の放射線治療に対してのみ保険金を
お支払いします。 

・ 保険金お支払いの対象となる放射線治



 

保険金 
の種類 

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

※ 放射線治療とは、次の診療行為をいいま
す。 
①公的医療保険制度において放射線治療
料の対象となる診療行為 

②先進医療(＊)に該当する放射線照射ま
たは温熱療法による診療行為 

(＊) 放射線治療を受けた時点において、厚生労
働大臣が定める先進的な医療技術をいい
ます。また、先進医療ごとに定める施設基
準に適合する病院等において行われるも
のに限りますので、対象となる手術、医療
機関および適応症は限定されます。 

療を複数回受けた場合、同一の診療行
為について、２回目以降の放射線治療
が保険金をお支払いする放射線治療を
受けた日からその日を含めて60日以内
に受けたものであるときは、保険金を
お支払いしません。 

および死因統計分類提要  ICD‐

10(2003年度版)準拠」によります。 

支払対象期間：疾病入院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券記載の期間をいい、この期間内の入院についてのみ保険金をお支払いします。 
疾病手術保険金支払対象期間：入院を開始した日からその日を含めて「疾病入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。 
疾病放射線治療保険金支払対象期間：入院を開始した日からその日を含めて「疾病入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。 

■要介護状態に関する特約の補償内容 
１．被保険者が要介護状態となった場合に保険金をお支払いします。 

※要介護状態とは、被保険者が次のいずれかに該当する状態をいいます。 

①公的介護保険制度の第１号被保

険者(＊1)である場合 
公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「３」以上の状態 

②公的介護保険制度の第２号被保

険者(＊2)である場合 

公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「３」以上の状態。ただし、介護が必要な状態となった

原因が、公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病(＊3)に該当しない場合は、寝たきり

により介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態とします。 

③公的介護保険制度の被保険者で

ない場合 
寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態 

(＊1)第１号被保険者とは、介護保険法第９条第１号に規定する65才以上の方をいいます。 

(＊2)第２号被保険者とは、介護保険法第９条第２号に規定する40才以上65才未満の方をいいます。 

(＊3)特定疾病とは、介護保険法第７条第３項第２号に定める特定疾病をいい、2020年５月現在では、次の病気をいいます。 

がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの）、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭

帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症（脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障

が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態をいいます）、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病、脊髄小

脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺

疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

２．介護一時金支払特約の被保険者は、加入者証に被保険者として記載された方となります。 

（注）保険金支払対象外となる事由の影響などによって、要介護状態の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支

払いします。 

（注）「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 

特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

介 護 

一 時 金 

支 払 特 約 

介 護 

一 時 金 

被保険者が要介護状態となり、そ

の要介護状態が要介護状態開始日

からその日を含めて保険証券記載

のフランチャイズ期間を超えて継

続した場合 

 

※ 要介護状態開始日とは、次のい

ずれか早い日をいいます。 

①被保険者が要介護状態であ

ることを医師が診断した日 

②被保険者に対し、公的介護保

険制度の要介護認定等（要介

護状態区分「３」以上）の効

力が生じた日 

 

介護一時金額の全額  

※ この特約に基づく保険金をお支払い

した場合、この特約は失効します。 

(1)保険期間の開始時（継続契約の場

合は継続されてきた最初の保険期

間の開始時）より前に要介護状態

の原因となる事由が発生していた

場合は、保険金をお支払いできま

せん。※1 

(2)次のいずれかによって発生した要

介護状態に対しては保険金をお支

払いできません。 

①保険契約者、被保険者または保険

金受取人の故意または重大な過失 

②被保険者の闘争行為、自殺行為ま

たは犯罪行為 

③戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※2 

④地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 

⑤核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

⑥上記⑤以外の放射線照射または放

射能汚染 

⑦むちうち症・腰痛等で医学的他覚

所見のないもの※3 

⑧治療を目的として医師が使用した

場合以外における被保険者の麻

薬、大麻、あへん、覚せい剤、シ

ンナー等の使用 

⑨治療を目的として医師が薬物を使

用した場合以外における被保険者

のアルコール依存、薬物依存また

は薬物乱用 

⑩被保険者が次のいずれかに該当す

る間に発生した事故 

ア．法令に定められた運転資格を

持たないで自動車等を運転して

いる間 



 

特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

イ．道路交通法第65条第１項に定

める酒気を帯びた状態で自動車

等を運転している間 

(3)被保険者が治療を怠ったことまた

は保険契約者もしくは保険金受取

人が治療をさせなかったことによ

り、要介護状態となった場合や要

介護状態が保険証券記載のフラン

チャイズ期間を超えて継続した場

合は、保険金をお支払いできませ

ん。 

(4)特定疾病補償対象外の条件でのお

引受けとなった場合、｢特定疾病等

対象外特約」がセットされます。

この場合、保険証券記載のケガま

たは病気による要介護状態に対し

ては保険金をお支払いできませ

ん。 

など 

 

※1 被保険者が要介護状態の原因と

なる事由が発生した時が、その

要介護状態の要介護状態開始日

から保険契約の継続する期間を

遡及して365日以前である場合

は、その要介護状態の原因とな

った事由は、保険期間の開始時

以降に発生したものとして保険

金お支払いの対象となります。 

※2 テロ行為によって発生した要介

護状態に関しては自動セットの

特約により保険金お支払いの対

象となります。 

※3 被保険者が自覚症状を訴えてい

る場合であっても、脳波所見、

理学的検査、神経学的検査、臨

床検査、画像検査、眼科・耳鼻

科検査等によりその根拠を客観

的に証明することができないも

のをいいます。 

 

がんに関する補償 

■がん補償特約の補償内容 
１．被保険者ががんと診断確定され、その直接の結果として保険期間中に入院を開始した場合または手術や放射線治療を受けた場合などに保険金

をお支払いします。 
※ がんとは、平成 6年 10月 12日総務庁告示第 75号に定められた分類項目中「悪性新生物」、「上皮内新生物」、「真正赤血球増加症＜多血症＞」、

「骨髄異形成症候群」、「慢性骨髄増殖性疾患」および「本態性（出血性）血小板血症」に分類されるものとし、分類項目の内容については

厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10（2003年版）準拠」によります。 
２．被保険者は加入者証に被保険者として記載された方となります。 

（注）「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 
保険金 
の種類 

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

が ん 入 院
保 険 金 

がんと診断確定され、そのがんの治療を目的
として保険期間中に入院を開始し、その入院
ががん入院保険金の免責期間※を超えて継
続した場合 
 
※ 入院を開始した日からその日を含めて保

険証券記載の免責期間が満了するまでの
期間をいいます。 

がん入院

保険金日額
 × 入院日数  

※ がん入院保険金の免責期間が満了した日
の翌日からその日を含めてがん入院保険
金の支払対象期間内の入院を対象としま
す。 

※ 退院した日からその日を含めて180日以
内に入院の原因となったがんと医学上重
要な関係があると診断され再入院した場
合は、前の入院とあわせて１回の入院と
なり、がん入院保険金支払対象期間の起
算日は最初の入院の免責期間の満了日の
翌日となります。 

(1)保険期間の開始時（継続契約の場合
は継続されてきた最初の保険期間
の開始時）より前に診断確定された
がんについては、保険金をお支払い
できません。※ 

(2)保険期間の開始時（継続契約の場合
は継続されてきた最初の保険期間
の開始時）からその日を含めて90
日を経過した日の翌日午前０時よ
り前にがんと診断確定された場合
については、保険金をお支払いでき
ません。※ 

など 
 
※ 継続契約においては、がんと診断確

定された時が、そのがんによる入院
を開始した日から保険契約の継続
する期間を遡及して365日以前であ
る場合は、そのがんは、保険期間の
開始時からその日を含めて90日を
経過した日の翌日午前０時以降に

が ん 手 術
保 険 金 
 
 

がんと診断確定され、次のいずれかに該当し
た場合 
①がん入院保険金をお支払いする場合に、被
保険者ががん手術保険金支払対象期間内
に病院または診療所において、そのがんの
治療を直接の目的として約款所定の手術
を受けたとき 

１回の手術について次の額をお支払いしま
す。 
①がん入院保険金のお支払いの有無にかか
わらず入院中に受けた手術 

がん入院保険金日額  × 10  

②上記①以外の手術 



 

保険金 
の種類 

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

②上記①以外で、保険期間中に、被保険者が
病院または診療所において、がんの治療を
直接の目的として約款所定の手術を受け
た場合 

がん入院保険金日額  × ５  

※ 入院中とは、がんの治療のために入院し
ている間をいいます。 

※ 手術を複数回受けた場合のお支払いの限
度は以下のとおりとなります。 
・ 保険金お支払いの対象となる手術を同

一の日に複数回受けた場合は、１回の
手術に対してのみ保険金をお支払いし
ます。なお、同一の日に上記①と②の
両方に該当する手術を受けた場合は、
上記①の手術を１回受けたものとしま
す。 

・ １回の手術を２日以上にわたって受け
た場合は、その手術の開始日について
のみ手術を受けたものとします。 

診断確定されたものとして保険金
をお支払いの対象となります。 

が ん 
放 射 線 
治 療 
保 険 金 
 
 

がんと診断確定され、次のいずれかに該当し
た場合 
①がん入院保険金をお支払いする場合に、被
保険者ががん放射線治療保険金支払対象
期間内に病院または診療所において、その
がんの治療を直接の目的として約款所定
の放射線治療を受けたとき 

②上記①以外で、保険期間中に、被保険者が
病院または診療所において、がんの治療を
直接の目的として約款所定の放射線治療
を受けた場合 

１回の放射線治療について次の額をお支払
いします。 

がん入院保険金日額  × 10  

※ 放射線治療を複数回受けた場合のお支払
いの限度は以下のとおりとなります。 
・ 保険金お支払いの対象となる放射線治

療を同一の日に複数回受けた場合、１
つの放射線治療に対してのみ保険金を
お支払いします。 

・ 保険金お支払いの対象となる放射線治
療を複数回受けた場合、同一の診療行
為について、２回目以降の放射線治療
が保険金をお支払いする放射線治療を
受けた日からその日を含めて60日以内
に受けたものであるときは、保険金を
お支払いしません。 

支払対象期間：がん入院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券記載の期間をいい、この期間内の入院についてのみ保険金をお支払いします。 
がん手術保険金支払対象期間：入院を開始した日からその日を含めて「がん入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。 

がん放射線治療保険金支払対象期間：入院を開始した日からその日を含めて「がん入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。 

■その他のがんに関する特約の補償内容 

１．被保険者ががんと診断確定された場合に保険金をお支払いします。 
２．被保険者は加入者証に被保険者として記載された方となります。 

特約名 
保険金 
の種類 

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

が ん 診 断
保 険 金 
補 償 特 約 

がん診断 
保 険 金 

次のいずれかのがんと診断確定さ
れた場合 
①保険期間の開始時以降に初めて
罹患したがん 

②再発したがん(＊1) 
③転移したがん(＊2) 
④既払がん(＊3)とは全く別のが
ん 

 
(＊1)再発したがんとは、がんを治療し

た結果、一旦がんが認められない

状態となり、その後再発したと医

師によって診断確定されたがん

をいいます。 

(＊2)転移したがんとは、他の部位・臓

器に転移したと医師によって診

断確定されたがんをいいます。た

だし、転移の以前に既にその部

位・臓器にがんが発生していた場

合は含みません。 

(＊3)既払がんとは、この特約がセット

された最初の保険期間が開始し

た以降にがんと医師によって診

断確定され、既にがん診断保険金

を支払ったがんをいいます。 

がんの種類により、次の額をお支払いし

ます。 

①約款所定の「上皮内新生物」に罹患し

た場合 

がん診断

保険金額
× 

保険証券記載

の上皮内新生物

支払割合(100%)
 

②上記①以外の約款所定のがん（悪性新

生物）に罹患した場合 

がん診断保険金額の全額  

※ 保険期間を通じ、①と②それぞれ１
回のお支払いに限ります。 

(1)保険期間の開始時（継続契約の場
合は継続されてきた最初の保険期
間の開始時）からその日を含めて
90日を経過した日の翌日午前０時
より前にがんと診断確定された場
合については保険金をお支払いで
きません。 

(2)がんと診断確定された日からその
日を含めて２年以内に再び保険金
をお支払いする場合のがんと診断
確定されたときは保険金をお支払
いできません。ただし、２年経過
日の翌日以後に入院を開始または
治療を継続されている場合には保
険金をお支払いします。 

など 

 
 



   

 

重要事項のご説明 
 

契約概要のご説明（団体総合生活補償保険（ＭＳ＆ＡＤ型）） 2019年 10月 
 

■ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みにな

り、お申込みくださいますようお願いします。 

■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のしおり（普通保険約款・

特約）または保険証券（注）などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社ま

でお問合わせください。 
（注）ご契約のしおり（普通保険約款・特約）、保険証券は保険契約者に交付されます。 

■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。 

１商品の仕組み 
（１）商品の仕組み 

団体総合生活補償保険は、次のとおり構成されています。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特

約）をご確認ください。 

基本となる補償 基本となる特約 補償の概要 

病気の補償 疾病補償特約 
被保険者が病気になり、その直接の結果として保険期間中に入院を開始した場合また

は手術などを受けた場合に保険金をお支払いします。 

がんの補償 がん補償特約 
被保険者ががんと診断確定され、その直接の結果として保険期間中に入院を開始した

場合または手術などを受けた場合に保険金をお支払いします。 

（２）被保険者の範囲 

①ご契約内容により被保険者となれる方が限定されている場合があります。また、特約によりご加入できる被保険者の年令が決まって

いるものがあります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。 

②基本となる補償の被保険者の範囲は、加入者証に被保険者として記載された方(ご本人)となります。 

③上記以外でも特約により被保険者の範囲が決まっているものがあります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普

通保険約款・特約）をご確認ください。 

２基本となる補償 等 
（１）保険金をお支払いする場合 

「保険金をお支払いする場合」についての詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。 

（２）保険金をお支払いできない主な場合 

基本となる補償の保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。また、セットする特約によりお支払いできない主な場合が異

なります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。 

補償の種類 保険金をお支払いできない主な場合 

病気の補償 

●保険期間（注１）の開始時より前に発病した病気の治療を目的とした入院・手術（注２） 

●麻薬、覚せい剤、シンナー等の使用による病気（医師が治療で使用する場合を除きます） 

●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの（注３） 

●妊娠、出産による病気（異常妊娠等は除きます） 

●「特定疾病等対象外特約」がセットされた場合は、加入者証等に記載の病気 

など 

がんの補償 

●保険期間（注１）の開始時より前に診断確定されたがん（注２） 

●保険期間（注１）の開始時からその日を含めて90日を経過した日の翌日午前０時より前に診断確定されたがん 

など 

（注１）継続加入の場合は継続されてきた最初の保険期間をいいます。 

（注２）保険期間（注１）の開始時より前の発病について正しく告知して加入した場合や、特別な条件付きで加入した場合でも、保険金支払対象外とな

る場合があります。ただし、保険期間（注１）の開始時からその日を含めて365日を経過してからの入院・手術等は保険金をお支払いできること

があります。 

（注３）被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりそ

の根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 

（３）セットできる主な特約とその概要 

ご希望によりセットできる主な特約の詳細は、パンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認くだ

さい。 

（４）保険金額の設定 

保険金額・日額は、被保険者の年令・収入・高額療養費制度等の公的保険制度（注）などを踏まえて設定してください。また、お客さ

まの保険金額については、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。 
（注）公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ（https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html）等をご確認ください。 

（５）保険期間 

お客さまの保険期間については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 

３保険料の決定の仕組みと払込方法等 

（１）保険料の決定の仕組み 

保険料は、保険金額、年令および保険期間等により決まります。実際に払い込んでいただく保険料は、パンフレット、加入申込票等を

ご確認ください。 

（２）保険料の払込方法 

お客さまの保険料の払込方法等については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 

４満期返れい金・契約者配当金 

この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。 

５解約と解約返れい金 

ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。なお、解約に際しては、ご加入時の条

件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還する場合があります。詳細は保険契約者、取扱代理店ま



   

たは引受保険会社までお問合わせください。 
 

重要事項のご説明 
 

注意喚起情報のご説明（団体総合生活補償保険（ＭＳ＆ＡＤ型）） 2019年 10月 
 

■ご加入に際して申込人・被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載し

ています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。 

■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のしおり（普通保険約款・

特約）または保険証券（注）などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社ま

でお問合わせください。 
（注）ご契約のしおり（普通保険約款・特約）、保険証券は保険契約者に交付されます。 

■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。 

１告知義務（ご加入時にお申出いただく事項） 

（１）申込人または被保険者には、告知義務があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことで

す。 

（２）告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印が

ついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場

合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります（注）。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。 
（注）次において、［１］に該当したときは、ご契約を解除することがあります。 

告知事項 

［１］すべてのご契約 

同じ被保険者について病気に対して保険金が支払われる他の保険契約等（注）の有無 
（注）タフ・ケガの保険、学生・こども総合保険、タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。 

［２］「疾病補償特約」「がん補償特約」「介護一時金支払特約」をセットした場合 

被保険者の生年月日、年令、健康状態告知。 

ご注意 
●健康状態告知は、健康状態告知書質問事項をよくお読みのうえ、回答を「健康状態告知書質問事項回答欄」に正しくご記入ください。そ

の際、必ず被保険者本人が回答内容について事実に相違ないことを確認のうえ、ご署名ください。また、回答内容により、ご契約をお引

受けできない場合や、特別な条件付きでお引受けする場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

●継続契約については、補償内容が拡大しない契約内容で継続する場合は告知事項とはなりません。 

●「健康状態告知についてのご案内」にも注意事項を記載していますので、あわせてご確認ください。 

●健康状態告知について、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により、回答がなかった場合や回答内容が事実と異なってい

る場合には、保険期間の開始時（＊）から 1 年以内であれば、ご契約を解除することがあります。また、保険契約の開始時（＊）から 1

年を経過していても、回答がなかった事実または回答内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が、保険期間の開始時（＊）から１年以

内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。 
（＊）継続加入の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。 

 

２クーリングオフ説明書（ご契約のお申込みの撤回等） 

この保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除（クーリングオフ）はできません。 

３現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約 

（１）現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項 

多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込み保険料の合計額よりも少ない金額となります。 

（２）新たなご契約（団体総合生活補償保険）の申込みをする場合のご注意事項 

①被保険者の健康状態などにより、新たなご契約をお引受けできない場合があります。 

②次の病気等に対しては、保険金をお支払いできないことがあります。 

病気の補償 新たなご契約の保険期間の開始時より前に発病していた病気 

がんの補償 新たなご契約の保険期間の開始時より前に診断確定されたがん 

介護一時金支払特約 新たなご契約の保険期間の開始時より前に発生した病気等を原因とする要介護状態 

③新たなご契約の始期日における被保険者の年令により計算した保険料（注）を適用し、新たなご契約の普通保険約款・特約を適用し

ます。そのため、新たなご契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあります。 
（注）保険料の改定により、同じ年令でも保険料が異なることがあります。 

４通知義務等（ご加入後にご連絡いただく事項） 

特約の追加など、加入条件を変更する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店または引受保険会社までご連絡 

ください。 

５補償の開始・終了時期 

①補償の開始：始期日の午後４時に始まります。 

②補償の終了：満期日の午後４時に終わります。 

６保険金をお支払いできない主な場合 

「契約概要のご説明」２基本となる補償 等（２）保険金をお支払いできない主な場合をご確認ください。 

７解約と解約返れい金 

ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 

●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただ

し、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 

●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で

請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。 

８被保険者からの解約 

被保険者が保険契約者以外の方で、次の①から⑥のいずれかに該当する場合は、その被保険者は、保険契約者にご契約の解約を求めること

ができます。この場合、保険契約者は、引受保険会社に対する通知をもって、ご契約を解約しなければなりません。 



   

【被保険者が解約を求めることができる場合】 

①この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合 

②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次に該当する行為のいずれかがあった場合 

・引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとした場合 

・この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合 

③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合 

④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれが

ある場合 

⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの方に対する信頼を損な

い、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合 

⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変

更があった場合 
※１ 上記①に該当する場合は、その被保険者は、引受保険会社に対する通知をもって、保険契約を解約することができます。その際は本人であることを証

明する資料等を提出してください。 

※２ 解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。 

９保険会社破綻時の取扱い 

損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。 

この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は次のとおり補償

されます。 

補償内容 
病気の補償・がんの補償 

保険金支払い 解約返れい金 

補償割合 90％ 90％ 
※上記以外の保険金、解約返れい金等の補償割合については、引受保険会社または取扱代理店までお問合わせください。 

10 個人情報の取扱いについて 
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。 

【個人情報の取扱いについて】 

本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受

保険会社グループ会社（海外にあるものを含む）が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用

目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含む）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一

般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等（いずれも海外にあるものを含む）に提供することがあります。 

ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）については、保険業法施行規則（第 53 条の 10）により、利用目的が限

定されています。 

詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険（株）のホームページ（https://www.aioinissaydowa.co.jp/）をご覧ください。 
 

＜その他ご注意いただきたいこと＞ 
■危険を有する職業に変更した場合のご注意 

被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサー、プロレスラー等の職業に変更した場合は、その職

業に従事中のケガについては保険金をお支払いできません。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 

■ご契約内容および事故報告内容の確認について 

損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保する

ため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録

された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、引受保険会社までお問合わせください。 
※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。 

■無効・取消し・失効について 
（１）保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、この保険契約は無効と

なります。既に払い込んだ保険料は返還できません。 

（２）保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがありま

す。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。 

（３）被保険者が死亡したときは、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還しま

す。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。（注） 
（注）上記以外にも保険金をお支払いした場合等に失効となる特約があります。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 

■重大事由による解除 
次のことがある場合には、ご契約または特約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 

①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ・損害または事故等を発生させ、

または発生させようとしたこと。 

②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 

③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。 

④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となる場合 

⑤上記のほか、①～④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。 

■税法上の取扱い（2022年 5月現在） 
保険料負担者が個人の場合、払い込んだ保険料のうち、ご加入内容により所定の金額について、税法上の生命保険料控除の対象となります。 
※上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改正により変更となる場合がありますので、ご注意ください。 

■請求権等の代位について 
所得補償保険金等について、損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権（注）を取得した場合に、引受保険会社がその損害に対

して保険金をお支払いしたときは、その債権は引受保険会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。 

（１）引受保険会社が損害の額の全額を保険金としてお支払いした場合：被保険者が取得した債権の全額 

（２）上記（１）以外の場合：被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損害の額を差し引いた額 
（注）共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 

※１ 所得補償保険金のお支払いの前に、被保険者が第三者から損害賠償を受け、その損害賠償に所得補償保険金に相当する額が含まれている場合は、引受保険会社はその額

を差し引いた損害の額に対して所得補償保険金をお支払いします。 



   

※２ 上記以外の保険金についても請求権等の代位に関して規定されている場合があります。詳細はご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。 

■ 事故が起こった場合 

１ 事故が起こった場合 

（１）事故が起こった場合、30日以内に取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損

害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 

（２）他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。 

２ 保険金の支払請求時に必要となる書類等 

被保険者または保険金を受け取るべき方は、＜別表「保険金請求書類」＞のうち引受保険会社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に

応じて＜別表「保険金請求書類」＞以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。 

３ 保険金のお支払時期 

引受保険会社は被保険者または保険金を受け取るべき方より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするため

に必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約

に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 

４４ 保険金の代理請求 

被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求する

ことができる制度（「代理請求制度」といいます）があります（被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、こ

の制度は利用できません）。 

●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合 

●引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など 

【被保険者の代理人となりうる方】 

①被保険者と同居または生計を共にする配偶者（注） 

②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする３親等内の親

族 

③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者（注）または上記

②以外の３親等内の親族 
（注）法律上の配偶者に限ります。 

万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いし

ます。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して引受保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、引受保険

会社は保険金をお支払いできません。 

５ 保険金請求権の時効 

保険金請求権については時効（３年）がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細はご契約のしおり（普通保険約款・特約）

をご確認ください。 

＜別表「保険金請求書類」＞ 
（１） 保険金請求書（個人情報の取扱いに関する同意を含みます） 

（２） 
引受保険会社の定める傷害（疾病・損害など）状況報告書 

※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(5)・(6)に掲げる書類も必要な場合があります。 

（３） 被保険者であることを確認する書類 

 書類の例 ・家族関係の証明書類（住民票、戸籍謄本） など 

（４） 保険金の請求権をもつことの確認書類 

 書類の例 
・印鑑証明書、資格証明書  ・戸籍謄本  ・委任状  ・未成年者用念書 

【質権が設定されている場合】・質権者への支払確認書  ・保険金直接支払指図書  ・債務額現在高通知書 など 

（５） 疾病に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 

 ① 保険金支払額の算出に必要な書類 

  書類の例 ・引受保険会社の定める診断書または領収書  ・先進医療費用の支出を証する書類 など 

 ② その他の書類 

  書類の例 ・調査同意書（引受保険会社が疾病の状況や程度などの調査を行うために必要な同意書） など 

（６） その他費用に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 

 ① 保険事故の発生を示す書類 

 

 

書類の例 

・公的機関が発行する証明書（事故証明書、盗難届証明書など） ・ホールインワン・アルバトロス証明書 

・扶養者などの戸籍謄本  ・損害物の写真 

・要介護状態の内容を証明する医師の診断書および診療報酬明細書または公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類

(注) など 
（注）公的介護保険制度を定める法令の規定による被保険者証、公的介護保険制度の要介護認定等の申請に要した書類の写しおよび被保険者

が受領した公的介護保険制度の要介護認定等に関する通知書その他要介護状態区分を証明する書類をいいます。 

 ② 保険金支払額の算出に必要な書類 

  書類の例 ・被害品の価格を証明する書類  ・修理見積書  ・領収書 など 

 ③ その他の書類 

 
 

書類の例 
・他の保険契約等がある場合はその内容がわかるもの 

・調査同意書（引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な同意書） など 

  
 

＜ご加入いただく内容に関する確認事項（ご意向の確認）＞ 
この保険商品およびご契約プランは、引受保険会社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案させていただいております。加入申込票にご記入の

内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなるよう保険

料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不明な点な

どございましたら保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

●今回お申込みのご契約についてご確認をお願いいたします。 

１．被保険者に関する「氏名」「生年月日」「年令」「性別」について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。 

２．「他の保険契約等」「保険金請求歴」について、正しい内容となっていることをご確認ください。 

３．下記項目について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。 

①補償内容（お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない場合など） 

②保険金額（ご契約金額）（タイプ名） 

③被保険者の範囲（ご本人のみの補償、ご家族を含めての補償など） 
※保険期間、保険料に関する事項および契約者配当金制度の有無については「契約概要のご説明」に記載のとおりの設定であることをご確認ください。 



   

●現在ご加入のご契約（満期を迎えるご契約）にご不明な点がある場合には、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 

 

お問合わせ窓口 
 

保険商品・契約内容に関するお問合わせ 

【取扱代理店】 近鉄保険サービス株式会社 

【電話番号】 ０１２０－８５８－５０４  ※おかけ間違いにご注意ください。 
 

引受保険会社の連絡・相談・苦情窓口 

引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 事故が起こった場合 

0120-101-060（無料） 
●受付時間 平日 9：00～17：00 

●土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます。 

●ご加入の団体名（近鉄グループホールディングス株式会社）をお知らせください。「加入者

証」等をお持ちの場合、お手元にご用意ください。 
●一部のご用件は営業店等からのご対応となります。 

遅滞なくご加入の取扱代理店または下記にご連絡ください。 

0120-985-024（無料） 
●受付時間 24時間 365日 

●おかけ間違いにご注意ください。 

●ＩＰ電話からは 0276-90-8852（有料）におかけください。 

 

指定紛争解決機関 

引受保険会社との間で問題を解決できない場合 

引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。 

引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 

一般社団法人 日本損害保険協会そんぽＡＤＲセンター 

0570-022-808 
●受付時間［平日 9:15～17:00（土・日・祝日および年末年始を除きます）］ 

●電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は利用できません。 

●携帯電話からも利用できます。 

●電話リレーサービス、ＩＰ電話からは 03-4332-5241におかけください。 

●おかけ間違いにご注意ください。 
●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 

（https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html） 

  

 
＜引受保険会社＞ 

 
 

あいおいニッセイ同和損保 

あんしんサポートセンター 

［ナビダイヤル（全国共通・通話料有料）］ 


